
企業会計ナビ ダイジェスト

今回は、「解説シリーズ『税効果会計（平成27年度
更新）』第6回：「その他有価証券の評価差額に対する
税効果会計」」を詳解します。

その他有価証券の時価評価に伴い生じた評価差額は、
税効果会計適用上の一時差異に該当します。当該一時
差異の取扱いについて、解説します。

個々の銘柄ごとにスケジューリングを行い、評価差
損に係る将来減算一時差異については当該スケジュー
リングの結果に基づき回収可能性を判断した上で繰延
税金資産を計上し、評価差益に係る将来加算一時差異
については繰延税金負債を計上します（企業会計基準
適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関す
る適用指針」（以下、適用指針）38項本文）（＜図1＞
参照）。

個々の銘柄ごとではなく、次のように一括して繰延
税金資産又は繰延税金負債を計上することも認められ
ます（適用指針38項但し書き）（＜図2＞参照）。

1. その他有価証券の評価差額に係る一時差異がスケ
ジューリング可能な一時差異である場合
評価差額を評価差損が生じている銘柄と評価差益が
生じている銘柄に区分し、評価差損の銘柄ごとの合計
額に係る将来減算一時差異については、スケジューリン
グの結果に基づき回収可能性を判断した上で繰延税金
資産を計上し、評価差益の銘柄ごとの合計額に係る将
来加算一時差異については繰延税金負債を計上します
（適用指針38項（1））。

2. その他有価証券の評価差額に係る一時差異がスケ
ジューリング不能な一時差異である場合
評価差損の銘柄ごとの合計額と評価差益の銘柄ごと
の合計額を相殺した後の純額の評価差損に係る将来減
算一時差異又は評価差益に係る将来加算一時差異につ
いて、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上します。
ただし、純額の評価差益はスケジューリング不能な将
来加算一時差異であるため、繰延税金資産の回収可能
性の判断にあたり、その他有価証券の評価差額以外の
将来減算一時差異とは相殺できない点に留意が必要で
す。また、純額の評価差損に係る将来減算一時差異は、
スケジューリング不能な将来減算一時差異であるため、
原則として当該繰延税金資産の回収可能性はないもの
として取り扱います。ただし、その他有価証券は、通
常は随時売却が可能であり、長期的には売却が想定さ
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れる有価証券であることを考慮し、会社の業績等の状
況に基づき判断した会社分類に応じて取り扱うことが
認められています（適用指針38項（2）、39項）。例え
ば、（分類1）及び（分類2）に該当する企業において
は、純額の評価差損に係る繰延税金資産の回収可能性
があると判断することが認められます。

【設例】

＜前提条件＞
①法定実効税率は30％とする
② 売却予定ありの銘柄は、スケジューリング可能であり、
いずれも繰延税金資産は回収可能、売却予定のない銘柄
は、スケジューリング不能と判断した。

③各銘柄の状況は次の通りである。
銘柄 売却予定 原価 時価 評価差額

A株式 あり 1,000 2,000 1,000

B株式 あり 1,000 500 △500

C株式 なし 1,000 1,300 300

D株式 なし 1,000 800 △200

計 4,000 4,600 600

＜仕訳＞
（1）原則的な処理
（A株式）
投資有価証券　　　1,000　／　　有価証券評価差額金　700
　　　　　　　　　　　　　／　　繰延税金負債　　　　300＊1

＊1 A株式の評価差額1,000円×法定実効税率30％

（B株式）
有価証券評価差額金　350　／　　投資有価証券　　　　500
繰延税金資産　　　　150＊2／
＊2 B株式の評価差額▲500円×法定実効税率30％

（C株式）
投資有価証券　　　　300　／　　有価証券評価差額金　210
　　　　　　　　　　　　　／　　繰延税金負債　　　　　90＊3

＊3 C株式の評価差額300円×法定実効税率30％

（D株式）
有価証券評価差額金　200　　／　投資有価証券　　　　200
※　回収不能として繰延税金資産は計上しない。

（まとめ｜上記仕訳の合計）
投資有価証券　　　　600　　／　有価証券評価差額金　360
繰延税金資産　　　　150 　／　繰延税金負債　　　　390

（2）許容される処理
①スケジューリング可能であり、繰延税金資産が回収可能であ
ると判断された銘柄

（評価益が生じている銘柄）
投資有価証券　　　1,000　　／　有価証券評価差額金　700
　　　　　　　　　　　　　　／　繰延税金負債　　　　300＊1

＊1 A株式の評価差額1,000円×法定実効税率30％

（評価損が生じている銘柄）
有価証券評価差額金　350　　／　投資有価証券　　　　500
繰延税金資産　　　　150＊2　／
＊2 B株式の評価差額▲500円×法定実効税率30％

② スケジューリング不能と判断された銘柄
投資有価証券　　　　100　　／　有価証券評価差額金　 70
　　　　　　　　　　　　　　／　繰延税金負債　　　　 30＊3

＊3スケジューリング不能と判断された銘柄（C株式及びD株式）
は、純額で評価差益となるため、繰延税金負債を計上する。

（まとめ｜上記仕訳の合計）
投資有価証券　　　　600　　／　有価証券評価差額金　420
繰延税金資産　　　　150　　／　繰延税金負債　　　　330

減損処理したその他有価証券に関して、期末におけ
る時価が減損処理の直前の取得原価に回復するまでは、
減損処理後の時価の上昇に伴い発生する評価差益は将
来加算一時差異ではなく、減損処理により生じた将来
減算一時差異の戻入れとなります。このため、原則ど
おり、個々の銘柄ごとにスケジューリングを行い、当
該その他有価証券に係る将来減算一時差異については
当該スケジューリングの結果に基づき回収可能性を判
断した上で、繰延税金資産を計上することになります
（適用指針38項なお書き）。

▶図2　許容される処理

Ⅳ　減損処理したその他有価証券の取扱い
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